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パート労働者数■割合の動向  

○ パート労働者数は、平成17年には1，266万人に達し、非農林雇用者中に占める割合は24％と、約20   
年前の昭和55年の10％から大きく上昇している。  

○ また、女性雇用者中パート労働者の占める割合は40％、男性雇用者中パート労働者の占める割合   
は12％に達している。  

パート労働者の割合の推移  パート労働者数の推移   
（万人）  
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昭和40 45  50  55  60 平成2 5  7  12 13 14 15 16 17  昭和40年 45 50 55 60 平成狩 5  7 12 13 14 15 16 1丁  

（年）  

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者（農林業を除く）  

出典：労働力調査（総務省）  
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○ 正社員の数が近年減少傾向にあるのに対し、パートの数は男性、女性ともに長期的に増加傾向にある。  
○ パートの数の増加は、労働需要側からみれば、産業構造の変化やグローバル化を背景とした企業のコ  
スト意識の高まりが主因と考えられる一方、労働供給側からみれば、就業意識の多様化等を背景に、労  
働力を供給しやすい柔軟な形態として広がっている側面も強い。（平成18年版「労働経済の分析」より）  

雇用形態別・性別雇用者数の推移  
（男性）  

（女性）  

（注）「正社員」、「契約・嘱託・その他」、「派遣社員」は勤め先での呼称により分類。また、「パート」は勤め先で「パートアルバイト」と  

呼称されている者。いずれも、農林業を含む全産業のもの。  

出所：労働力調査特別調査／労働力調査（詳細結果）（総務省）  

※平成13年以前は「労働力調査特別調査」（各年2月）、平成14年以降は「労働力調査（詳細結果）」（各年平均）の数値  
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パート労働者の年齢分布  

注）パート労働者：正社員以外の労働者で、呼称や名称にかかわらず、  

1週間の所定労働時間が正社員より短い労働者  
出所：平成13年パートタイム労働者総合実態   

調査（厚生労働省）  
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パート労働者の業種別割合  

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者  

出所：平成17年労働力調査（総務省）  
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業種別雇用者に占めるパート労働者の割合  

（うち一般  

飲食店）   

54．8％  

ー（うち飲食料品－（うち百貨店1  

小売業） 総合スーパー等）  

52・2％  50．9％  

（うち遊興  

飲食店）   

50．0％  

飲食店，  
宿泊業  

ト 48．0％  

（注）パート労働者：週間就業時間が35時間未満の雇用者  

出所：平成17年労働力調査（総務省）  
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公的年金制度の対象者  

※ 平成18年3月末現在の人数（百万単位）。  
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短時間労働者への厚生年金・国民年金の適用について  

1日又は1週間の所定労働時間、1カ月の所定労働日数がそれぞれ当該事業所  

において同種の業務に従事する通常の就労者のおおむね4分の3以上であるか  

4分の3以上である  4分の3未満である  
一一Ⅷ  

被用者年金制度の被保険者の  

配偶者であるか  

配偶者ではない  

130万円以上である  万円未満である  
T
－
－
1
 
 【厚生年金の被保険者】  【国民年金の第1号被保険者】   【国民年金の第3号被保険者】  

、継続して入る収入が含まれる（資産所得、事業所得等経責を  
要するものについては必要経費控除後）。  7   



拝啓 時下益々御清祥のこととお慶び申し上げます。   

健康保険及び厚生年金保険の事業運営に当たって  

は平素から格段の御尽力をいただき厚くお礼申 し上  

げ ま す。   

さて、短時間就労者（いわゆるパートタイマー）  

にかかる健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格  

の取扱いについては、各都道府県、社会保険事務所  

において、当該地方の実情等を勘案し、各個別に取  

扱基準を定めるなどによ りその運用が行われている  

と こ ろ で す。   

もとより、健康保険及び厚生年金保険が適用され  

るべきか否かは、健康保険法及び厚生年金保険法の  

趣旨から当該就労者が当該事業所と常用的使用関係  

にあるかどうかにより判断すべきものですが、短時  

間就労者が当該事業所と常用的使用関係にあるかど  

うかについては、今後の適用に当たり次の点に留意  

すべ き で あ る と 考 え ま す。   

1 常用的使用関係にあるか否かは、当該就労者の   

労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総   

合的に勘案して認定すべき ものであるこ と。  

2 その場合、1日又は1週の所定労働時間及び1   

月の所定労働日数が当該事業所において同種の業   

務に従事する通常の就労者の所定労働時間及び所   

定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者   

については、原則と して健康保険及び厚生年金保   

険の被保険者として取り扱うべきものであること。  

3 2に該当する者以外の者であっても1の趣旨に   

従い、被保険者と して取り扱う こ とが適当な場合   

があると考えられるので、その認定に当たっては、   

当該就労者の就労の形態等個々具体的事例に即し   

て 判 断す べ き も の で あ る こ と。   

なお、貴管下健康保険組合に対する周知方につき  

ま し て も、併せ て御配意願い ま す。   

以上、要用 のみ御連絡 申 し上 げま す。  

敬 具  

昭和55年6月6日  

厚 生 省 保 険 局 保 険 課長川崎幸雄  

社会保険庁医療保険部  

健 康 保 険 課 長内藤 捌  

社会保険庁年金保険部  

厚生年金保険課長片山 巌  

都道府県民生主管部（局）保険課（部）長 殿  
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